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事業場外保管届出の概要 

 

 

１ 保管届出について 

 排出事業者は、次の要件を満たす産業廃棄物の保管を行う場合は、廃棄物処理法に基づき、あ

らかじめ管轄の保健所に届出を行う必要があります。 

ア 排出事業場の外で行う保管であること 

   … 排出事業場の外とは、産業廃棄物が排出された建設工事現場以外の場所を指しま

す。 

イ 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む。）であること 

   … 建設工事とは、土木建築に関する工事（建築物その他の工作物の全部又は一部を

解体する工事を含む。）を指します。 

ウ 保管場所の保管面積が 300 ㎡以上であること 

    … 保管面積は、原則として保管場所の囲いの面積によって算定します。 

ただし、囲いの面積によって算出することが適当でない場合には、保管に使われ

る場所の面積により算定することとなります。 

 

 

※ 地震や水害等の非常災害のために必要な応急措置として上記ア～ウを満たす保管を行った

場合は、保管を行ってから 14 日以内に届出が必要となります。 

 

 ※ 産業廃棄物の保管をする際には、産業廃棄物処理（保管）基準に従って適正に保管して下

さい。 

 

 

２ 保管届出の例外について 

 １で示した要件を満たす場合であっても、次の場合は保管届出を行う必要はありません。 

ア （特別管理）産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の範囲において行う（特別管理）産業

廃棄物の保管 

イ 法第 15 条第１項の許可を受けた産業廃棄物処理施設において行われる保管 

ウ 排出事業者がＰＣＢ特別措置法第８条の届出を行った場合における当該ＰＣＢ廃棄物の

保管 

 

 

３ 届出を行う者について 

 建設廃棄物の排出事業者には元請業者が該当するため、元請業者が届出を行って下さい。 

また、ＪＶ（共同企業体）が元請業者となる場合、届出はＪＶの代表者（幹事）が届出を行っ

て下さい。 

なお、届出書を行政書士等に委任される場合は、委任状を提出して下さい。 
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４ 届出方法等について 

ア 届出の受付場所：各保健所  

○ 各保管場所を設置する場所を管轄する保健所（下表参照）に届出書を提出して下さい。 

例：宜野湾市（中部保健所）で産業廃棄物が発生し、それを浦添市（南部保健所管轄）

で保管する場合の届出先は、南部保健所になります。 

  ○ 届出を行うものが同じであっても、保管場所ごとに当該保管場所を管轄する保健所に届

出を行って下さい。 

例：Ａという者が、宜野湾市と南城市に産業廃棄物の保管を行う場合は、宜野湾市に

保管するものについては中部保健所、南城市に保管するものについては南部保健所

にそれぞれ届出を行う必要があります。 

  ※ 那覇市内に保管場所を設置する場合には、那覇市に届出書を提出して下さい。 

     例：豊見城市（南部保健所管轄）で産業廃棄物が発生し、それを那覇市（那覇市管轄）

で保管する場合の届出先は、那覇市役所になります。 

 

イ 提出部数：１部（申請者控えが必要であれば２部）  

 

ウ 提出書類：次ページ参照 

 

エ 提出先 

 ○ 沖縄県 

保健所名 連絡先・住所 管轄区域 

北部保健所 

生活環境班 

0980-52-2636 

名護市大中2-13-1 

名護市、本部町、国頭村、大宜味村、 

東村、今帰仁村、伊江村、伊平屋村、 

伊是名村 

中部保健所 

環境保全班 

098-938-9787 

沖縄市美原1-6-28 

沖縄市、うるま市、宜野湾市、金武町、

嘉手納町、北谷町、恩納村、宜野座村、

読谷村、北中城村、中城村 

南部保健所 

環境保全班 

098-889-6799 

南風原町字宮平212 

浦添市、豊見城市、糸満市、南城市、南

風原町、八重瀬町、与那原町、西原町、

久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村

、渡名喜村、南大東村、北大東村 

宮古保健所 

生活環境班 

0980-72-3501 

宮古島市平良字東仲宗根476 
宮古島市、多良間村 

八重山保健所 

生活環境班 

0980-82-3243 

石垣市字真栄里438 
石垣市、竹富町、与那国町 

  ○ 那覇市 

担当課 連絡先・住所 管轄区域 

那覇市環境部 

廃棄物対策課 

098-951-3231 

那覇市泉崎1-1-1 
那覇市 
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事業場外保管届出書類リスト 

 

 

１ 保管開始届出時の必要書類 

次の保管届出を行う場合に、提出する書類は次のとおりです。 

ア これから事業場外保管を行おうとする場合 

イ 非常災害のために必要な応急措置として保管を行った場合 

必要書類 備  考 

１ 届出書 

○ 産業廃棄物の場合 

→ 産業廃棄物事業場外保管届出書 

（様式第二の四） 

○ 特別管理産業廃棄物の場合 

→ 特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書 

（様式第二の十） 

□ 

 

 

 

 

 

 

・届出書の記載にあたっては、「産業廃棄物

事業場外保管届出書（記載例）」を御覧下さ

い（p5-6）。 

※ 石綿含有産業廃棄物を保管する場合は、

「含む」又は「含まない」旨を括弧書きで

記載すること。 

２ 保管場所周辺の様子が分かる図面 

（住宅地図の写し、インターネット地図

の印刷物等） 

□ 

 

 

・図面には、保管場所をマーカー等で印をつ

けて下さい。 

３ 保管場所の構造を明らかにする図面 

① 平面図 

② 立面図 

③ 公図等 

※ 公図は、保管区域と地番区域との整

合性を確認するためのものですので、

平面図に地番区域を重ねた図面を、公

図の代わりに添付しても構いません。 

 

□

□

□ 

 

 

 

 

・図面は、保管面積、保管高さ、保管量と整

合性を取って下さい。 

・保管方法（容器の有無、保管の位置等）、

囲いの様子（囲いの材質、囲いの高さ）が分

かるものとして下さい。 

※ 平面図及び立面図の作成にあたっては、

p10 を参考にして下さい。 

４ 保管場所の使用権原を証する書類 

① 土地の登記事項証明書 

② （賃借している場合）賃貸借契約書

等の土地の使用権原を証する書類 

 

□ 

□ 

 

・賃貸借契約書等を添付する場合、当該契約

書等に記載する賃借の目的には「産業廃棄物

の保管場所に使用する」旨を必ず記載して下

さい。 

 

【参考】書類の入手先 

「公図」及び「土地の登記事項証明書」は地方法務局にて入手することができます。 

【那覇地方法務局の連絡先 : 098 － 854 － 7951】 
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２ 変更届出時の必要書類  

１の届出を行った事業者は、下表の左記の事項を変更しようとする場合には、事前に、届出書

に必要な添付書類を添えて届出を行う必要があります。 

また、添付書類については、前ページ「１ 保管開始届出時の必要書類」の備考欄を参考に作

成して下さい。 

 

１ 届出書 

○ 産業廃棄物の場合 

→ 産業廃棄物事業場外保管変更届出書（様式第二号の五）  

○ 特別管理産業廃棄物の場合 

 → 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書（様式第二号の十一） 

※ 届出書の記載にあたっては、「産業廃棄物事業場外保管変更届出書（記載例）」を

御覧下さい（p7-8）。  

□ 

 

 

 

 

 

 

届出の対象となる変更事項 添付書類 

１ 届出者の住所、氏名、名称又は代表

者の氏名の変更 
なし  

２ 保管場所の所在地の変更 

① 保管場所周辺の様子が分かる図面 

② 保管場所の構造を明らかにする図面等 

③ 保管場所の使用権原を証する書類 

□ 

 

□ 

□ 

３ 保管場所に掲げる次の事項の変更 

○ 保管場所の面積 

○ 保管する産業廃棄物の種類 

○ 保管高さ 

○ 保管上限 

① 保管場所の構造を明らかにする図面等 

② （保管場所の面積の変更であって、地番の

追加を含む場合）保管場所の使用権原を証

する書類 

□ 

□ 

 

 

 

 

３ 廃止届出時の必要書類 

届出を行った保管場所における保管を廃止したときは、その日から起算して３０日以内に、廃

止届出を行う必要があります。廃止届出の際には、次の届出書を使用して下さい。 

○ 産業廃棄物の場合 

 → 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書（様式第二号の六） 

○ 特別管理産業廃棄物の場合 

  → 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書（様式第二号の十二）  

また、廃止届出書の記載にあたっては、「産業廃棄物事業場外保管廃止届出書（記載例）」を

御覧下さい（p9）。 
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様式第二号の四（第八条の二の四、第八条の二の七関係） 

 

産業廃棄物事業場外保管届出書 

  平成２８年 ５月 １日 

 ○○保健所長    殿 

 

届出者                  

住 所 沖縄県○○市＊＊１２－４５   

  氏 名 株式会社○×建設    印 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 ０９８－＊＊＊－１２３４ 

 

   

廃棄物の処理及び清掃に関する法律         の規定により、関係書類 

及び図面を添えて届け出ます。 

保

管

の

場

所

に

関

す

る

事

項 

所 在 地 
沖縄県○○市＊＊１２番３４ 

面 積 ４５０ ㎡ 

保管する産業廃棄物の種類 

廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物を含む。） 

がれき類（石綿含有産業廃棄物を含まない。） 

（これらのうち、特別管理産業廃棄物を除く。） 

 

積替えのための保管上限又は 

処分等のための保管上限 

３００ｍ３ 

（積み替えのための保管上限） 

屋外において容器を用いずに 

行 う 保 管 の 有 無 

（保管を行う場合にあっては 

規則第１条の６の規定の例に

よる高さのうち最高のもの） 

 がれき類：４．０ ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

保 管 開 始 年 月 日 平成２８年 ５年１５日 

備考 

積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限には、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律施行令第６条第１項第１号ホ又は第２号ロ（３）の規定により保管することができる

産業廃棄物の数量を記入すること。 

（日本工業規格 Ａ列４番） 

第12条第３項前段 

第 12条 第 ４ 項  

提出先の保健所長名を記載し

て下さい。 

届出年月日を記載して下さい。 

届出者の住所、氏名、電話番号を記

載して下さい。 

土地の登記事項証明書に沿っ

て正確に記載して下さい。 

該当するものに○をつけて下さい。 

※これから事業場保管をする場合は、「第１２第３

項前段」に○をつけて下さい。 

※非常災害のために必要な応急措置として行っ

た保管の場合、「第１２条第４項」に○をつけて下

さい。 

容器を用いずに保管を行う場合は、産業廃棄物の種類ごとに最高の

保管高さを記載して下さい。 

容器を用いた保管しか行わない産業廃棄物については、記載不要で

す（ここでは、廃プラスチック類は容器を用いて保管すると仮定し、が

れき類についてのみ記載しています。）。 

保管の開始を行う予定年月日を記載して下さい。 

※非常災害のための応急措置として行った保管については、実際に保管

を開始した年月日を記載して下さい。 

記載要領については、 

次ページを御覧下さい。 

保管の場所に供する面積を

記載して下さい。 

産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第二号の四)記載例 

印印  
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産業廃棄物事業場外保管届出書（様式第二号の四）の記載要領 

 

１ 産業廃棄物の種類について 

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類には、以下の廃棄物処理法に規定された種類を記載して

下さい。また、石綿含有産業廃棄物の含有の有無についても記載して下さい。 

○産業廃棄物の種類 

①燃え殻、②汚泥、③廃油、④廃酸、⑤廃アルカリ、⑥廃プラスチック類、⑦紙くず、⑧木くず、

⑨繊維くず、⑩ゴムくず、⑪金属くず、⑫ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、⑬鉱

さい、⑭がれき類、⑮ばいじん、⑯産業廃棄物の処理物（第13号廃棄物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○特別管理産業廃棄物の種類 

①廃油（揮発油類、灯油類及び軽油類であって、燃焼しやすいもの）、②廃酸（水素イオン濃度

指数が2.0以下であるもの）、③廃アルカリ（水素イオン濃度指数が12.5以上であるもの）、   

④廃石綿等、⑤廃水銀等及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの 

 

２ 積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限について 

（１）積み替えのための保管上限 

  産業廃棄物を、処分場（中間処理施設、最終処分場）へ運搬する過程で、積み替えのために保管

する場合に記載して下さい。 

  なお、廃棄物処理法上の保管上限は、当該保管場所からの１日あたりの平均搬出量の７日分とな

っておりますので、法で定める保管上限を超えないよう留意して下さい。 

【記載例】 ３００m3（積み替えのための保管上限） 

 

（２）処分等のための保管上限 

  産業廃棄物を、処分（破砕、焼却、埋立等）するために保管する場合に記載して下さい。 

  なお、廃棄物処理法上の保管上限は、原則として処理能力の１４日分（がれき類又は木くず等を

再利用のために保管する場合は２８日分（アスファルト骨材が再生加熱アスファルト混合物の骨材

として再利用される場合に限っては７０日分））となっておりますので、法で定める保管上限を超

えないよう留意して下さい。 

【記載例】３００m3（焼却処分のための保管上限） 

８００m3（破砕処分のための保管上限） 

 

※ 次の産業廃棄物の種類については、石綿含有産業廃棄物（石綿含有量0.1％以上の非飛散性ア

スベスト廃棄物）の有無も明記して下さい。 

○廃プラスチック類、○紙くず、○木くず、○繊維くず、○ガラスくず・コンクリートくず

及び陶磁器くず、○がれき類 

【記載例】 

石綿含有産業廃棄物を含む場合 → 廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物を含む。） 

石綿含有産業廃棄物を含まない場合 → 廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物を含まない。） 
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様式第二号の五（第八条の二の五関係） 

 

 

産業廃棄物事業場外保管変更届出書 

平成２８年 ６月 １日 

 ○○保健所長    殿 

  

届出者                  

住 所 沖縄県○○市＊＊１２－４５   

氏 名 株式会社○×建設      印 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 ０９８－＊＊＊－１２３４   

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第３項後段の規定により、関係書類及び 

図面を添えて届け出ます。 

変 更 の 内 容 変 更 前 変 更 後 

保管する産業廃棄物の変更 

 

 紙くず、木くず、繊維くず 

（これらのうち、石綿含有産業廃

棄物であるもの及び特別管理産

業廃棄物であるものを除く。） 

 

 

 紙くず、木くず、繊維くず、 

 がれき類 

（これらのうち、石綿含有産業廃

棄物であるもの及び特別管理産業

廃棄物であるものを除く。） 

変 更 の 理 由 

  

 

 

事業計画の変更のため 

変 更 予 定 年 月 日 平成２８年 ６年２０日  

 
（日本工業規格 Ａ列４番） 

変更の内容が実施される年月日を記

載して下さい。 

提出先の保健所長名を記載

して下さい。 

届出年月日を記載して下さい。 

届出者の住所、氏名、電話番号を記

載して下さい。 

※ 届出者は、建設工事の元請業者

が該当します。また、ＪＶ（共同企業

体）の場合は、ＪＶの代表者（幹事）

が届出者となります。 

変更の内容を記載して下さい。 

記載方法は別紙「新旧対照表の記載

例を参考にして下さい。 

変更の理由を記載して下さい。 

印印  

産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第二号の五)記載例 
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変更の内容の記載例 

変 更 前 変 更 後 

例１ 住所の変更の場合 

 

 住所の変更 

沖縄県○○市××＊＊番地１  

      

 

 

 

沖縄県○×市△△番地３  

例２ 氏名の変更の場合 

 

 氏名の変更 

株式会社 ○○産業 

   

 

 

 

有限会社 ○○産業 

例３ 保管場所の所在地の変更 

 

 保管場所の所在地の変更 

沖縄県○○市＊＊１２番３ 

 

 

 

 

沖縄県○△市＊＊３４番５ 

例４ 保管場所の面積の変更 

 

 保管場所の面積の変更 

３００ｍ２ 

 

 

 

 

  ４００ｍ２ 

例５ 保管する産業廃棄物の種類の変更 

 

産業廃棄物の種類の変更 

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊

維くず、がれき類 

（これらのうち、石綿含有産業廃棄物及び

特別管理産業廃棄物を除く。） 

 

 

 

 

がれき類 

（このうち、石綿含有産業廃棄物及び特別管

理産業廃棄物を除く。） 

 

 

 

土地の登記事項証明書に沿っ

て正確に記載して下さい。 

産業廃棄物の種類については、

ｐ６を参考にして下さい。 
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様式第二号の六（第八条の二の六関係） 

 

産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 

平成２８年 ９月 １日 

  ○○保健所長    殿 

  

届出者                  

住 所 沖縄県○○市＊＊１２－４５   

氏 名 株式会社○×建設      印 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 ０９８－＊＊＊－１２３４   

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第３項前段の規定による届出に係る保管を 

やめたので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の２の６の規定により 

届け出ます。 

 

保管場所の所在地  沖縄県○○市＊＊１２番３４ 

廃 止 の 理 由 

  

 

平成＊＊年度○○工事に伴い発生していた、廃棄物を保管していた

が、当該工事が終了し、保管していた廃棄物も全て廃棄物処理法に基

づき適正処理したため 

廃 止 年 月 日        平成２８年 ８月１５日 

 
（日本工業規格 Ａ列４番） 

 

 

 

届出年月日を記載して下さい。 

提出先の保健所長名を記載

して下さい。 

届出者の住所、氏名、電話番号を記

載して下さい。 

※ 届出者は、建設工事の元請業者

が該当します。また、ＪＶ（共同企業

体）の場合は、ＪＶの代表者（幹事）

が届出者となります。 

土地の登記事項証明書に沿

って正確に記載して下さい。 

保管を止めた理由を記載して

下さい。 

保管を止めた年月日を記載

して下さい。 

印印  

産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第二号の六)記載例 
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平面図及び立面図の作成例 

 

 

囲い（高さ2.0mの金網フェンス）

16.0m

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くずを がれき類を容器を用いずに保管
フレコンバッグ（2段積み）にて保管 （飛散防止のため、シートがけする。）

囲い（高さ2.0mの金網フェンス）
がれき類

廃プラスチック類等

囲い（高さ2.0mの金網フェンス）

囲い（高さ2.0mの金網フェンス）

16.0m

がれき類

廃プラスチック類等

A

A

B

C

2.0m

8.0m

A'

C

C'

B

B'

入り口
（施錠可）

A'

B'

C'

16.0m

3.0m

3.0m

8.0m 28.0m

AA'断面

BB'断面

CC'断面

平面図

立面図

28.0m

2.0m
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産業廃棄物の積替えのための保管基準 

 

 

産業廃棄物の積替えのための保管にあたっては、次の事項を遵守して下さい。 

 

1 保管場所の周囲に囲いが設けられていること。保管する産業廃棄物の荷重が囲いに直接かか

る場合には、その荷重に対して構造耐力上安全であること。 

 

2 産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板（縦60㎝以上×横60㎝以上）が見

やすいところに設けられていること。 

ア 産業廃棄物の保管の場所である旨の表示 

イ 保管する産業廃棄物の種類 （当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、

その旨を含む） 

ウ 保管場所の「管理者の氏名又は名称」及び「連絡先」 

エ 屋外で容器を用いないで保管する場合は、最大積み上げ高さ 

 

【掲示板の例】 

 

産業廃棄物積替保管施設 

名称、代表者 株式会社○×建設  代表取締役 ○× △△ 

本社所在地 沖縄県○○市１２番地 

責任者氏名 ○× □□ 

連 絡 先 ０９８－＊＊＊－１２３４ 

保管する産業廃棄物の種類 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスく

ず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 

（これらのうち、石綿含有産業廃棄物であるもの及び特別

管理産業廃棄物であるものを除く。） 

最大保管高さ 2.0 m 

最大保管量 400 m3 

 

3 保管場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、地下浸透し、悪臭が発散しないように必要な措

置を講ずること。 

 

4 産業廃棄物の保管に伴って汚水が生ずるおそれがある場合は、公共水域及び地下水の汚染防

止のために必要な排水溝、その他の設備を設けるとともに、それらの設備の底面を不浸透性の

材料で覆うこと。 

 

5 保管場所には、ねずみが生息したり、蚊、ハエその他の害虫が発生したりしないようにする

こと。 
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6 産業廃棄物を容器に入れずに屋外で保管する場合は、次のようにすること。 

ア 廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下。 

イ 廃棄物が囲いに接する場合（直接、壁に負荷がかかる場合）は、囲いの内側2mは囲い

の高さより50㎝の線以下、2m以上の内側は勾配50%以下。 

【保管高さのイメージ図】 

 

50cm

囲い 囲い
50%勾配

（約26.5度）

　2.5m

1.0m

基準 廃棄物

5.0m

  2.5m

2.0m

2.0m

丈
夫
な
壁

 

7 石綿含有産業廃棄物にあっては、次に掲げる措置を講ずること。 

    ア 保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕

切りを設ける等必要な措置を講ずること。 

イ 梱包する等、石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。 

※ 石綿含有産業廃棄物、廃石綿等の保管にあたっては、石綿含有廃棄物等処理マニュアル（環

境省）を参考にして下さい。 

  当該マニュアルは、次の環境省のウェブページからダウンロードできます。 

ＵＲＬ：http://www.env.go.jp/recycle/misc/asbestos-dw/full.pdf 

 

８ 法で定める次の保管上限を遵守すること。 

ア 積み替えのための保管上限：当該保管場所からの１日あたりの平均搬出量の７日分 

  イ 処分のための保管上限：原則として処理能力の１４日分（※） 

※ がれき類又は木くずを再利用のために保管する場合は、処理能力の２８日分（アスファル

ト骨材が再生加熱アスファルト混合物の骨材として再利用される場合に限っては７０日分）

が保管上限となります。 

 

９ 特別管理産業廃棄物については、積替えに関する所要の措置を講じること。 

  ア 廃油は高温にさらされないための措置 

  イ 廃水銀等は、容器に入れて密閉することその他の飛散、流出又は揮発の防止のため
の措置、高温にさらされないための措置及び腐食の防止のための措置 

ウ 感染性廃棄物は、腐敗するおそれのある場合、容器に入れ密閉すること等の腐敗の
防止のための措置 


